
訓練の流れ【１日目】

自然災害

内閣府防災

規制委員会・
内閣府原子力防災

ＯＦＣ

津波からの避難を
実施するエリア

津波からの避難を
実施する必要がな
いエリア

住民避難の動き
（イメージ）

中央の体制

現地の体制 原子力事故合同現地警戒本部

国からの要請／指示

１１月１３日（日）

主要な事態の推移

原子力災害

警戒事態
施設敷地緊急事態

（原災法第１０条事象）
　　　　　　全面緊急事態

　　　　　　（原災法第１５条事象）

原子力事故合同警戒本部
（規制庁ＥＲＣ）

　　　原子力事故
  　　合同現地対策本部

津波注意報津波警報

原子炉自動停止

※タービントリップによる
原災法１０条に相当する事象が発生

全ての原子炉への

注水機能喪失

第

地震発生（北海道南西沖を震源）
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・非常災害対策本部設置決定

大津波警報

○津波に係る避難指示等に従い安全を確保

○津波からの安全が確保できる場合、

・PAZ内要配慮者は避難準備

○津波に係る避難指示等に従い安全

を確保

○津波からの安全が確保できる場合、

・PAZ内住民は避難

・UPZ内住民は屋内退避

４：３０
（８：３０）

＜スキップ＞

○津波に係る避難指示等に従い安全を確保

○津波からの安全が確保できる場合、

・PAZ内要配慮者は避難

・PAZ内住民は避難準備

資料４

１
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条
事
象
発
生

通
報

ＵＰＺ内住民の屋内退避開始

ＰＡＺ内要配慮者の避難準備

ＰＡＺ内一般住民の避難準備
ＰＡＺ内住民の避難開始、

安定ヨウ素剤の服用

ＰＡＺ内要配慮者の避難開始

津波避難場所

※津波に対する安全が確保できる場合、

原子力災害からの避難へ移行

※斜体の時刻は訓練上の想定時刻



官邸

ＥＲＣ

ＯＦＣ

道

○主な訓練項目（機能別訓練と整理）

実施の流れ

実施概要

実施の流れ

実施概要

実施の流れ

実施概要

緊急事態区分
　　全面緊急事態

　　（原災法第１５条事象）

訓練の流れ【２日目】
１１月１４日（月）

自然災害

中央の体制

現地の体制

・UPZ圏内住民の一時
移転

・PAZ圏内住民の避難
・UPZ圏内住民の屋内
退避

・緊急時モニタリング
（ＥＭＣ訓練）

避難経路に被災箇所あり ※神恵内で孤立箇所が発生

１１：００

【PAZ圏内住民の避難】

１６：００

【パターン①】 ※岩内地区

方針確認

の

打合せ

合同対策

協議会

・ＯＩＬ２の認定→一時移転エリアの特定

【開始時点】１５条における避難等の方針決定後

【UPZ圏内住民の屋内退避】

・緊急時モニタリングの実施（モニタリングカーによる実測等）

・緊急時モニタリ

ングの結果を踏

まえたＵＰＺ圏内

一時移転の指示

合同対策

協議会

・ＰＡＺ圏内住民

の避難状況の確

認

合同対策

協議会
・一時移転の状

況確認

・緊急時モニタリ

ング結果の確認

※訓練に関係する機能班が活動

・PAZ圏内一部住民の陸路等による避難の実施、安定ヨウ素剤の緊急配布の実施

・UPZ圏内住民の屋内退避の実施

【開始時点】初めてＯＩＬ２超が確認されてから約２４時間経過後

８：３０

＜スキップ＞

※津波警報・注意報は解除

・合同対策協議会で一時移転の意思決定・指示

（一時移転の実動訓練をパターン①～③により実施）

【パターン①】 ※岩内地区

・UPZ圏内住民（一部）の一時移転、避難退域時検査の実施

【パターン②】 ※神恵内地区

【パターン③】 ※積丹・古平地区

・ヘリによる避難（神恵内）




